
■2025年 4月法改正 
 

保険給付と給付条件 
2025年 4月 1日以降 

自己負担額（１食あたり） 

2025年 3月 31日以前 

自己負担額（１食あたり） 

2024年 5月 31日以前 

自己負担額（１食あたり） 

入院時食事療養費 510円 490円 460円 

 難病・小児慢性特定疾病患者の場合 300円 280円 260円 

 療養病床に入院する 65歳以上 75歳未満の場合 510円 490円 460円 

 指定難病患者の場合 300円 280円 260円 

   
低所得者の場合（75歳未満） 

申請月以前の過去 12 カ月の入院日数が 90日ま

で 
240円 230円 210円 

 申請月以前の過去 12 カ月の入院日数が 90日を
超える場合、91日目から 190円 180円 160円 

  ※療養病床に入院する場合 医療区分Ⅰ～Ⅲ 240円 230円 210円 

 

低所得者の場合（70歳以上 75歳未

満） 

低所得区分

Ⅱ 

申請月以前の過去 12 カ月の入院日数が 90日ま

で 
240円 230円 210円 

 申請月以前の過去 12 カ月の入院日数が 90日を
超える場合、91日目から 190円 180円 160円 

 
低所得区分

Ⅰ 
 110円 110円 100円 

 

 ※療養病床に入院する場合 

低所得区分

Ⅱ 
医療区分Ⅰ～Ⅲ 240円 230円 210円 

 低所得区分

Ⅰ 

医療区分Ⅰ 140円 140円 130円 

 医療区分Ⅱ～Ⅲ 110円 110円 100円 

 


